
令和7
の制度です
（2025）

年度末まで

不燃化特区支援制度

4

令和4年10月改訂



令和3年度から新規に
3地区追加されました

西品川一丁目
大井二丁目
西中延三丁目

拡充

拡充

拡充

拡充

支援制度2を利用していない場合でも、不燃化特区内で耐震化支援事業・都市防災不燃
化促進事業の除却を行っていれば、支援制度3～5を利用することができます。

～不燃化特区支援事業～
品川区は、「燃えないまち」の実現を目指し、東京都と連携して木造住宅密集地
域のうち、特に改善が必要な不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）において、
地域の防災性や住環境を向上させる（以下）5つの支援制度を実施しています。

取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣します（無料!）

老朽建築物の解体除却費用を助成します

引越しにかかる費用を助成します

戸 建 て  耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します4-1
共同住宅  耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します4-2
固定資産税・都市計画税の減免が受けられます（5年間も！）



弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、
ファイナンシャルプランナー、土地区画整理士
…相談内容に適した専門家を派遣します。



P11･P12  支援制度 5 参照。
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コンクリートブロック塀等安全化
支援事業の適用も受ける等）ことはできません。
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最新の固定資産税、都市計画税の納税 

先に契約してしまうと、 助成金
の交付が受けられません！
原則として、 工事見積書と同じ
金額・内容で契約して下さい。
変わる場合は、 契約前に変更
の申請が 必要です。 

※登記事項証明書は3ヶ月以内。
（インターネットダウンロード印刷不可）

※添付書類（見積書•領収書等の
宛名）はすべてフルネーム•同ー名
でお願いします。

（請書の場合、注文書も必要）







4 1ー
戸建て

■対象床面積とは、地上1階から3階までの床面積の合計です。
■申請書提出前に新築に関する契約を結んでいてもかまいません。ただし、着工は必ず申請書を提出し、受理
　されたのちに行ってください。先に着工してしまうと助成が受けられません。
■千円未満は切り捨てです。
※老朽建築物敷地と異なる場所や一部敷地を追加した場合は、上限の算定方法が異なります。 

P11･P12
支援制度5参照。                                                
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※添付書類（見積書・領収書等の宛名）は
すべてフルネーム・同一名でお願いします

※1  不燃化特区内における耐震化支援事業・都市防災不燃化促進事業の対象確認通知書を含みます。
※2  助成対象費用（不燃構造化工事費用、建築設計・工事監理費用）の契約内容と内訳がわかるものとして下さい。
※3  区が郵送する通知書等は、その他支援制度で必要になる場合がございますので、大切に保管して下さい。

※3

※3

※添付書類（見積書・領収書等の宛名）は
すべてフルネーム・同一名でお願いします

（請書の場合、注文書も必要）

建築確認検査済証・完成写真（前面道路
が分かる外観[外構工事完了]・日付入り）
領収証（契約金額と一致すること）

※2

※1

支援制度2ｰ①の「除却工事助成対象確認通知書」等※1が届き、かつ「建築確認済証」が
発行されたら、スタートしてください。　　

ｰ1



4ｰ2
共同住宅

補
助
対
象
面
積
率

×

■建築設計費 工事監理費の対象床面積は、全床面積の合計です。
■一般建築（工事費など）の対象床面積は地上1階から3階までの床面積の合計です。
■申請書提出前に新築に関する契約を結んでいてもかまいません。ただし、着工は必ず申請書を提出し、受理
　されたのちに行ってください。先に着工してしまうと助成が受けられません。
■千円未満は切り捨てです。
■補助対象面積率とは、住宅部分に係る床面積を建築物の全延べ床面積にて除した数値です。
   ※延べ床面積100㎡のうち、住宅部分80㎡・事務所20㎡の場合：1,452千円×80%=1,161千円が限度額となります。
※老朽建築物敷地と異なる場所や一部敷地を追加した場合は、上限の算定方法が異なります。 

※対象床面積300㎡以上も対象となります
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共同住宅

P11･P12
支援制度5参照。                                                
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支援制度2ｰ①の「除却工事助成対象確認通知書」等※1が届き、かつ「建築確認済証」が
発行されたら、スタートしてください。　　

※3

※3

※添付書類（見積書・領収書等の宛名）は
すべてフルネーム・同一名でお願いします

（請書の場合、注文書も必要）

建築確認検査済証・完成写真（前面道路
が分かる外観[外構工事完了]・日付入り）
領収証（契約金額と一致すること）

※2

※求積図･平面図も必要になる場合があります

※添付書類（見積書・領収書等の宛名）は
すべてフルネーム・同一名でお願いします

※1

※1  不燃化特区内における耐震化支援事業・都市防災不燃化促進事業の対象確認通知書を含みます。
※2  助成対象費用（不燃構造化工事費用、建築設計・工事監理費用）の契約内容と内訳がわかるものとして下さい。
※3  区が郵送する通知書等は、その他支援制度で必要になる場合がございますので、大切に保管して下さい。

ｰ2



未登記物件の減免制度に
ついては、 都税事務所へ
ご確認ください。

取り壊し年月日が不燃化特区の指定日から令和
8年3月31日までであること。

新築年月日が不燃化特区の指定日から令和8年
3月31日までであること。

※1  老朽建築物の届出とは、支援制度２－①の対象確認通知書、不燃化特区内における耐震化支援事業・
       都市防災不燃化促進事業の対象確認通知書を含みます。

（※１）
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都（都税事務所）

【支援制度2を活用せずに除却した場合の
事務手続きの流れ】

結果通知

認定通知

耐用年限の２／３を超過した老朽建築物を、支援制度２（P.３）の助成制度を活用せずに自
費で解体工事する場合でも対象となります。解体除却工事契約前に、木密整備推進課へ
老朽建築物認定申請書 をご提出ください。添付書類にて判断し、老朽建築物認定結果通
知書をお渡しします。除却工事完了後、更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免
を受ける際は、改めて木密整備推進課へ 更地の適正管理申請書をご提出ください。

固定資産税・都市計画税減免の対象拡大

区 申  請  者

申請申請

申請申請

減免申請減免申請

減免対象
老朽建築物の

認定申請

STEP1

更地の
適正管理の
届出確認

STEP2

（申請は毎年6月30日までに手続き）

継続して更地を適正に管理

結果通知書

更地の適正管理申請書

除却工事
着工・完了

審  査

減  免

認定事務

確認事務

老朽建築物認定申請書

認 定 書

認定書
を添付

● 品川区不燃化特区老朽建築物除却支援要綱変更
  第12の2条(固定資産税等の減免に係る認定)様式の追加
  第9号の2様式(老朽建築物認定申請）　
  第9号の3様式(老朽建築物認定結果通知）

毎年更地の適正管理、
減免申請が必要

（最大5年間減免）

詳細については
品川都税事務所へ
お問い合わせください。

更地の適正管理を確認
ご み 投 棄  ×
雑 草 繁 茂  ×
駐車場等収益事業  ×



不燃化特区支援制度手続きの流れ

「延焼防止上危険な老朽建築物除却工事助成対象確認通知書」の交付

「老朽建築物除却支援助成金交付決定通知書」の交付

「不燃構造化支援助成金交付決定通知書」の交付

「老朽建築物除却支援対象
確認申請書」の提出

老朽建築物除却支援助成金
交付申請書、請求書、口座振

替依頼書の提出

所定の書類をご提出いただけ
れば、事前に手続きすることも

可能です

「延焼防止上危険な老朽建築物
除却工事助成対象確認通知書」
と「建築確認済証」が揃ったら

申請を行ってください

（注）除却助成の対象確認
通知書が届いてから契約
を結んでください

約
２
週
間

約
２
週
間

「不燃構造化支援助成対象
確認申請書」の提出

除却工事着手後、
着手届の提出

移転助成金交付申請書、
請求書、口座振替依頼書

の提出

不燃構造化支援助成金交付
申請書、請求書、

口座振替依頼書の提出

「移転助成対象確認申請書」
の提出

約
２
週
間

約
２
週
間

（注）新築工事着手前に
手続きを行ってください

（注）引越しを行う前に
手続きを行ってください

「不燃構造化支援助成
対象確認通知書」の交付

「移転助成対象確認
通知書」の交付

新築工事完了

引越し（往路）

引越し（復路）

既存建物の除却工事完了

入　　金

入　　金

入　　金

「移転助成金交付決定
通知書」の交付

約
４
週
間

約
２
週
間

約
４
週
間

約
２
週
間

約
４
週
間

申請者

品川区

凡  

例

支援制度2（除却） 支援制度4（戸建て 共同住宅） 支援制度3（引越し）





令和7
の制度です
（2025）

年度末まで

8月中旬頃

建物
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